
守口市子ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ調査の実施について①

「量の見込み」
の算出

「量の見込み」に関する部
分以外のニーズの分析

「守口市子ども・子育て支援事業計画」の策定

ニーズ調査の実施

・守口市の実情
・「次世代育成支援行動計画」の内容

子ども・子育て支援法
（平成24年制定）
※「子ども・子育て支援事業計画」の策定：平成27年度から義務化

次世代育成支援対策推進法
（平成15年制定）
「次世代育成支援行動計画」の策定
：平成17年度から平成26年度まで義務化
※平成27年度から法律は１０年間延長されたが、
計画の策定は市町村の任意とされ、
守口市は「子ども・子育て支援事業計画」に集約

資料３ 



【調査対象・調査方法】
（参考）

平成30年度ニーズ調査　【平成30年12月10日～25日】（予定）

※抽出年齢は学齢（平成30年度４月１日時点の年齢）が基準 ※抽出年齢は学齢（平成25年度４月１日時点の年齢）が基準

3,000 5,387
就学前 1,500 就学前 4,387
①０歳 250 ①保育所 1,948
②１歳 250
③２歳 250
④３歳 250 ②幼稚園 1,229
⑤４歳 250
⑥５歳 250
⑦未利用等 - ③未利用等 1,210

・「就学前児童用調査票」 ・「就学前児童用調査票」
（・「幼児教育・保育無償化施策に関するアンケート」）

就学後 1,500 就学後
⑧小学１年生 250 ④小学１年～６年生 1,000
⑨小学２年生 250
⑩小学３年生 250
⑪小学４年生 250
⑫小学５年生 250
⑬小学６年生 250

・「就学後児童用調査票」 ・「就学後児童用調査票」
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守口市子ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ調査の実施について②
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平成25年度ニーズ調査　【平成26年１月10日～22日】

施設

施設



月/日 8/24 11/22以降 11/27 12/10 12/25 1月中 2月中 ～3月

国
「量の見込み」
の算出等の考
え方について

基本指針の改正作業
改正基本指針の公布

大阪府

11/22開催の府
子ども・子育て
会議以降、調査
票の大阪府ひな
形を送付

守口市

第24回
子ども・子育て会議

ニーズ調査実施の報
告

集計～分析

第25回
子ども・子育て会議

集計結果
の報告

守口市子ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ調査の実施について③

平成30年度ニーズ調査
（および無償化アンケー
ト）実施期間

2019年３月～
平成31年度前半

量の見込みの算出

平成30年度
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